
資料１

再評価に係る県知事等意見



３建企第４０６号 

令和３年 11 月 25 日 

中部地方整備局長 殿 

                      愛 知 県 知 事 

（公 印 省 略）  

中部地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案） 

の作成に係る意見聴取について（回答） 

令和３年１１月１７日付け国部整企画第８９号の意見聴取について、別紙

のとおり回答します。 

担 当 建設局土木部建設企画課 

企画第二グループ（山本） 

電 話 ０５２-９５４-６６１１ 



（別紙）

事業名 意見 

衣浦港武豊北

ふ頭地区国際

物流ターミナル

整備事業 

 「対応方針（原案）」に対して異義はありません。 

１  なお、衣浦港を利用する船舶の大型化に対応するため、

航路・泊地の拡幅を引き続き推進していただきたい。 

２  また、事業実施にあたっては、今後も県との十分な調整を

していただき、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推

進に努められるようお願いしたい。 



県土第 ２６－２１号  

令和３年１１月２５日  

国土交通省中部地方整備局長 様 

 

三重県知事 一見 勝之   

 

中部地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成 

に係る意見聴取について（回答） 

 

令和３年１１月１７日付け国部整企画第８９号で依頼のありましたこのこと

につきまして、下記により回答いたします。 

 

記 

 

１ 一般国道１号 北勢バイパス 

（１）回答 

対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。 

（２）意見 

本事業は、国道１号、国道２３号の交通渋滞緩和や災害時の復旧・支援

ルートの確保、さらには地域活性化の支援を図るための重要なバイパス事

業です。 

今後も引き続き、当県と十分な調整をしていただき、市道日永八郷線～

国道477号バイパス間の令和６年度の開通に向けた事業の確実な推進とと

もに、早期全線完成に向けた事業の推進をお願いいたします。 

 

２ 一般国道２３号 鈴鹿四日市道路 

（１）回答 

対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。 

（２）意見 

本事業は、国道２３号の交通渋滞緩和や災害時の復旧・支援ルートの 

確保、さらには地域活性化の支援を図るための重要なバイパス事業です。 

今後も引き続き、当県と十分な調整をしていただき、早期全線完成に向

けた事業の確実な推進をお願いいたします。 

 

 

 



３ 一般国道２３号 中勢道路 

（１）回答 

対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。 

（２）意見 

本事業は、国道２３号の交通渋滞緩和や災害時の復旧・支援ルートの 

確保、さらには地域活性化の支援を図るための重要なバイパス事業です。 

今後も引き続き、当県と十分な調整をしていただき、鈴鹿市北玉垣町～

鈴鹿市野町間の令和５年度の開通に向けた事業の確実な推進をお願いい

たします。 

また、既供用区間の立体化や４車線化等の渋滞対策の推進もお願いい 

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務担当 

三重県 県土整備部 

公共事業運営課 公共事業運営班 

TEL 059-224-2915 

FAX 059-224-3290 

 






